
細
川
道
久
著

『
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
イ
ギ
リ
ス
帝
国
」

堀
内
　
隆
　
行

ズ
ム
に
対
す
る
関
心
が
低
下
し
、
日
本
で
も
木
村
和
男
氏
が
連
邦
結
成
の
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

緯
を
政
治
史
的
に
辿
る
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
て
、

本
書
は
イ
ギ
リ
ス
系
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
焦
点
で
あ
る
オ
ン
タ
リ
オ
州
帝

国
記
念
目
の
問
題
な
ど
を
政
治
文
化
史
的
に
、
ま
た
二
〇
世
紀
後
半
ま
で
を

対
象
と
し
て
検
討
し
て
い
る
。

　
本
書
の
構
成
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

評slt

M

　
本
書
は
現
在
、
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
教
授
で
あ
る
細
川
道
久
氏
の
博
士

（
文
学
）
学
位
論
文
コ
九
世
紀
宋
…
工
○
世
紀
後
半
の
カ
ナ
ダ
社
会
に
お

け
る
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
意
味
と
そ
の
変
容
」
（
東
京
大
学
、

二
〇
〇
五
年
）
に
も
と
つ
く
。
細
川
氏
は
講
本
を
代
表
す
る
カ
ナ
ダ
史
研
究

者
で
あ
り
、
カ
ナ
ダ
史
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
な
ど
に
関
す
る
数
多
く
の
著
書
、

　
　
　
　
　
　
　
　
①

訳
書
で
知
ら
れ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
は
歴
史
的
に
、
外
に
在
っ
て
は
イ
ギ
リ
ス

（
帝
国
）
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
二
大
国
の
狭
間
に
位
置
し
た
。
ま
た
、

内
に
在
っ
て
は
先
住
民
、
フ
ラ
ン
ス
系
、
イ
ギ
リ
ス
系
の
ほ
か
、
二
〇
世
紀

に
は
東
欧
系
、
南
欧
系
、
ア
ジ
ア
系
な
ど
の
移
民
も
抱
え
た
。
こ
う
し
た
諸

集
団
の
多
く
は
（
と
き
に
分
離
主
義
的
な
）
エ
ス
ノ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

志
向
し
た
が
、
唯
一
イ
ギ
リ
ス
系
は
一
八
六
七
年
の
カ
ナ
ダ
連
邦
結
成
以
来
、

長
く
親
出
反
米
の
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
追
求
し
て
き
た
。
本
書
八
、

一
九
頁
な
ど
に
も
あ
る
よ
う
に
、
歴
史
家
C
・
バ
…
ガ
ー
は
一
九
七
〇
年
、

「（

齡
ｪ
六
七
i
一
九
一
四
年
の
）
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
（
イ
ギ
リ
ス
）
帝
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

主
義
は
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
種
目
と
記
し
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
一
九
世
紀
末
、
イ
ギ
リ
ス
系
を
中
心
に
、
本
国
と
白
人

定
住
植
民
地
と
の
対
等
の
関
係
に
移
行
す
る
帝
国
再
編
の
文
脈
に
お
い
て
成

立
し
た
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
で
は
バ
ー
ガ
ー
以
降
、
帝
国
下
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

第
一
章
序
論

　
　
一
　
問
題
の
所
在

　
　
二
　
研
究
史

　
　
三
　
考
察
の
手
順
と
史
料

第
二
章
　
　
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
帝
国

　
　
一
　
「
ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
の
伝
統
」

　
　
二
　
教
育
改
革
l
I
G
・
W
・
ロ
ス
と
オ
ン
タ
リ
オ
州
教
育
省

　
　
三
　
歴
史
へ
の
関
心

　
　
　
　
一
C
・
フ
ェ
セ
ン
デ
ン
と
オ
ン
タ
リ
オ
州
地
方
史
研
究
組
織

第
三
章
　
一
九
世
紀
末
に
お
け
る
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
帝
国

　
　
一
　
教
育
を
通
し
て
の
「
国
民
」
統
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
I
－
帝
国
記
念
日
の
着
想
か
ら
採
択
へ

　
　
二
　
　
「
国
民
扁
統
合
の
限
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
初
の
帝
国
記
念
日
、
　
八
九
九
年

第
四
章
　
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
伸
長
と
イ
ギ
リ
ス
帝
国

　
　
　
ー
オ
ン
タ
リ
オ
州
帝
国
記
念
日
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
類
の
分
析
－
…
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　一二三四五

第
五
章

史
料
と
時
期
区
分

垂
直
的
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
一
八
九
九
～
一
九
一
六
年

水
平
的
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
｝
七
～
四
五
年

多
民
族
社
会
化
と
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
六
～
五
六
年

カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
離
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
七
～
七
一
年

結
論

　
第
一
章
は
全
体
の
序
論
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
初
め
に
、
本
書
の
課
題
を

「
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
後
半
に
か
け
て
の
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
変
容
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
の
関
わ
り
と
そ
れ
が
も
つ
重
要

性
の
変
化
に
注
目
し
な
が
ら
検
討
す
る
扁
こ
と
と
設
定
す
る
。
ま
た
、
「
教

育
を
通
し
て
の
『
国
民
』
統
合
の
装
置
で
あ
っ
た
帝
国
記
念
日
を
主
た
る
具

体
的
素
材
と
し
、
そ
の
創
始
か
ら
消
滅
ま
で
を
追
う
」
。
次
い
で
、
カ
ナ
ダ

の
自
立
の
歩
み
を
憲
政
・
制
度
、
外
交
、
経
済
、
社
会
・
文
化
の
各
面
で
振

り
返
り
、
そ
の
特
異
性
を
以
下
の
四
点
に
ま
と
め
る
。
第
｝
に
、
（
一
九
二
、

三
〇
年
代
の
）
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
体
制
成
立
以
後
も
な

お
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
影
響
が
増
大
し
て
も
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国

（
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
）
と
の
つ
な
が
り
は
た
や
す
く
断
た
れ
な
か
っ
た
。
第

二
に
、
帝
国
は
カ
ナ
ダ
社
会
に
と
っ
て
別
個
の
共
同
体
で
は
な
く
、
長
き
に

わ
た
っ
て
カ
ナ
ダ
社
会
の
延
長
、
な
い
し
は
「
想
像
の
共
同
体
」
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
帝
国
へ
の
帰
属
意
識
と
合
衆
国
へ
の
対
抗
意
識
が
カ
ナ
ダ
社
会
を

糾
合
し
て
き
た
。
第
四
に
、
多
種
多
様
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
を
ま
と

め
る
際
に
も
、
多
民
族
、
多
宗
教
の
統
合
体
と
し
て
の
帝
国
へ
の
帰
属
意
識

は
有
効
性
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀

後
半
に
か
け
て
の
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
展
開
に
お
い
て
は
、
帝
国

の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
続
く
第
一
一
節
で
は
カ
ナ
ダ
史

研
究
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
帝
国
、
帝
国
史
研
究
に
お
け
る
カ
ナ
ダ
、
帝
国
記

念
日
の
三
点
に
つ
い
て
観
究
史
を
辿
る
。
一
九
一
二
〇
世
紀
転
換
期
以
降
～

九
六
〇
年
代
ま
で
の
カ
ナ
ダ
史
研
究
は
、
憲
政
・
制
度
史
、
外
交
史
に
関
心

を
抱
き
、
ま
た
カ
ナ
ダ
史
の
主
な
局
面
を
帝
国
と
結
び
付
け
て
解
釈
し
て
き

た
。
し
か
し
近
年
、
個
々
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
や
地
域
の
歴
史
研
究

の
隆
盛
、
お
よ
び
研
究
の
さ
ら
な
る
細
分
化
に
よ
っ
て
、
（
P
・
A
・
バ
ッ

ク
ナ
ー
な
ど
の
例
外
を
除
き
）
帝
国
の
比
重
は
極
度
に
薄
ま
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
本
書
は
社
会
・
文
化
史
的
側
面
に
焦
点
を
あ
て
、

カ
ナ
ダ
社
会
に
お
け
る
帝
国
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
再
検
討
す
る
。
ま
た
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
カ
ナ
ダ
を
大
西
洋
世
界
の
な
か
で
と
ら
え
な
お
し
、
エ
ス
ニ

ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
や
地
域
に
細
分
化
し
た
研
究
成
果
を
結
び
付
け
よ
う
と
す

る
。
次
い
で
、
帝
国
史
研
究
に
つ
い
て
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
論
、

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
論
な
ど
よ
り
、
旧
白
人
定
住
植
民
地
と
イ
ギ
リ
ス
と
の

関
わ
り
を
積
極
的
に
と
ら
え
な
お
す
「
イ
ギ
リ
ス
人
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
研

究
を
重
視
す
る
。
更
に
帝
国
記
念
日
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
民
衆
帝
国
主
義

の
研
究
が
本
国
側
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
に
焦

点
を
あ
て
、
カ
ナ
ダ
な
ど
他
の
帝
国
構
成
地
域
の
事
情
を
な
い
が
し
ろ
に
し

て
き
た
と
指
摘
す
る
。
終
わ
り
に
、
第
三
節
で
は
考
察
の
手
順
と
史
料
に
つ

い
て
確
認
す
る
。

　
第
二
章
で
は
一
九
世
紀
後
半
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
お
け
る
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
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評書

ヨ
ナ
リ
ズ
ム
と
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
の

伝
統
」
の
創
出
（
第
～
節
前
半
）
、
カ
ナ
ダ
第
一
運
動
（
第
一
節
後
半
）
、
教

育
改
革
（
第
二
、
三
節
）
の
三
点
を
中
心
に
検
討
す
る
。
カ
ナ
ダ
に
お
け
る

「
国
民
」
形
成
の
う
え
で
、
「
国
民
」
が
広
く
共
有
す
べ
き
門
創
ら
れ
た
伝

統
」
と
は
「
ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
の
伝
統
」
で
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
後
半
、
ア
メ

リ
カ
独
立
戦
争
期
に
本
国
か
ら
の
独
立
を
門
拒
否
」
し
て
カ
ナ
ダ
に
到
来
し

た
ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
の
政
治
的
伝
統
が
、
カ
ナ
ダ
の
風
土
に
根
付
く
。
と
く
に

～
八
八
四
年
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
で
開
催
さ
れ
た
U
・
E
（
d
翼
田
鼠
夢
Φ

国
日
鷺
冨
）
・
ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
入
植
百
年
忌
は
、
独
立
戦
争
や
一
八
一
一
一
年
戦

争
の
解
釈
を
通
し
て
本
国
と
の
関
係
維
持
と
反
米
を
訴
え
た
。
ま
た
百
年
祭

は
、
伝
統
が
子
孫
の
み
な
ら
ず
、
カ
ナ
ダ
「
国
民
」
全
体
に
よ
っ
て
共
有
、

継
承
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
た
。
本
国
と
の
関
係
維
持
と
反
米
の
主
張
は
カ
ナ

ダ
第
一
運
動
、
つ
ま
り
連
邦
結
成
後
ほ
ど
な
く
し
て
一
握
り
の
エ
リ
…
ト
に

よ
っ
て
担
わ
れ
た
萌
芽
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
な
か
に
も
見
出
せ
る
。

同
運
動
の
中
心
人
物
で
あ
る
W
・
A
・
フ
ォ
ス
タ
ー
の
著
作
『
カ
ナ
ダ
第

こ
（
一
八
七
一
年
）
、
カ
ナ
ダ
国
民
協
会
の
綱
領
と
声
明
（
七
四
年
）
な
ど

は
、
帝
国
内
で
の
カ
ナ
ダ
の
「
自
立
」
を
志
向
し
た
。
こ
う
し
た
カ
ナ
ダ
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
八
三
－
九
九
年
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
教
育
相
を
務
め
た

G
・
W
・
ロ
ス
の
教
育
改
革
に
も
反
映
す
る
。
ロ
ス
は
帝
国
内
で
の
カ
ナ
ダ

の
発
展
の
歴
史
を
重
視
し
、
教
育
の
カ
ナ
ダ
化
を
め
ざ
す
動
き
は
オ
ン
タ
リ

オ
州
の
み
な
ら
ず
カ
ナ
ダ
全
体
で
も
広
が
っ
た
。
ロ
ス
は
ま
た
、
愛
国
心
を

育
む
た
め
の
具
体
的
活
動
と
し
て
徳
論
と
植
樹
祭
を
試
み
た
。
こ
の
活
動
は
、

「
ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
の
伝
統
」
を
一
般
大
衆
に
も
普
及
し
よ
う
と
し
た
C
・
フ

ェ
セ
ン
デ
ン
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
地
方
史
研
究
組
織
の
活
動
と
と
も
に
、
第
三

章
で
み
る
帝
国
記
念
日
へ
の
下
地
を
形
成
す
る
。

　
第
三
章
で
は
｝
九
世
紀
末
に
お
け
る
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
イ
ギ

リ
ス
帝
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
帝
国
記
念
日
を
中
心
に
検
討
す
る
。
帝
国

記
念
日
は
フ
ェ
セ
ン
デ
ン
に
よ
っ
て
着
想
さ
れ
た
が
、
同
時
に
ロ
ス
の
教
育

改
革
の
流
れ
も
汲
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
学
校
祝
典
の
形
を
と
っ
て
い
た
が
、

青
少
年
の
み
な
ら
ず
一
般
大
衆
に
対
し
て
も
、
帝
国
と
の
絆
を
維
持
し
た
形

で
の
カ
ナ
ダ
の
「
国
民
」
統
合
、
い
わ
ば
カ
ナ
ダ
、
帝
国
双
方
に
対
す
る
二

重
の
忠
誠
を
説
い
た
。
以
上
の
第
蔦
即
に
続
い
て
、
第
二
節
で
は
、
新
聞
各

紙
が
一
八
九
九
年
の
最
初
の
帝
国
記
念
日
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
の
か
を
分

析
し
、
地
域
な
い
し
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
反
応
の
違
い
を
読

み
と
る
。
オ
ン
タ
リ
オ
州
で
は
、
帝
国
記
念
日
は
同
学
の
歴
史
解
釈
で
あ
る

「
ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
の
伝
統
」
と
結
び
付
け
ら
れ
た
。
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
イ
ギ
リ

ス
系
社
会
で
は
、
積
極
的
な
帝
国
貢
献
の
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
カ
ナ
ダ
よ
り
も

帝
国
の
ほ
う
が
強
調
さ
れ
た
。
ま
た
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
フ
ラ
ン
ス
系
は
、
帝
国

記
念
日
に
対
し
て
冷
や
や
か
な
姿
勢
を
と
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
異
質
な
白

人
」
の
帝
国
観
を
反
映
し
て
い
た
。
帝
国
が
寛
容
で
あ
る
限
り
そ
の
統
治
、

支
配
を
受
容
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
系
は
、
イ
ギ
リ
ス
系
の
積
極
的
な
帝
国
貢

献
の
主
張
に
与
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
自
身
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
主
張
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
帝
国
記
念
日
は
あ
く
ま
で
も
イ
ギ
リ
ス
系
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
装
置
で
し
か
な
く
、
カ
ナ
ダ
社
会
金
体
を
包
揺
す
る
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。

　
第
四
章
で
は
、
一
九
世
紀
末
一
二
〇
世
紀
後
半
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
帝
国
記

念
日
に
お
け
る
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
の
関
係
を

検
討
す
る
。
こ
こ
で
用
い
る
史
料
は
、
三
州
教
育
省
が
教
師
に
対
し
て
実
施

方
針
や
教
授
内
容
な
ど
を
示
し
た
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
や
回
状
で
あ
る
。
南
ア
フ

リ
カ
戦
争
か
ら
第
～
次
大
戦
ま
で
、
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
垂
直
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的
支
配
構
造
を
も
つ
帝
国
の
枠
内
で
の
自
立
を
志
向
し
、
帝
国
貢
献
を
通
し

て
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
戦
問
期
、
カ
ナ
ダ
は
水
平
的
な
ブ

リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
体
制
の
下
で
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
対
等
性
、

帝
国
と
の
連
帯
、
帝
国
の
中
核
た
る
自
覚
を
い
だ
き
な
が
ら
、
帝
国
政
策
な

ら
び
に
国
際
社
会
に
関
わ
ろ
う
と
し
た
。
ま
た
第
二
次
大
戦
期
に
は
、
帝
国

政
策
へ
の
自
主
的
な
関
与
を
志
向
す
る
一
方
で
、
多
民
族
社
会
カ
ナ
ダ
の
統

合
を
進
め
る
う
え
で
は
帝
国
へ
の
帰
属
を
い
ぜ
ん
重
視
す
る
姿
勢
を
と
る
。

戦
後
、
帝
国
が
変
容
し
て
も
な
お
、
多
様
な
人
々
を
つ
な
ぎ
と
め
る
統
合
機

能
と
し
て
の
帝
国
の
存
在
意
義
は
持
続
し
た
が
、
地
方
で
カ
ナ
ダ
社
会
の
帝

国
離
れ
も
進
ん
だ
。
そ
し
て
、
連
邦
首
相
P
・
E
・
ト
ル
ド
ー
が
「
二
単
語

主
義
の
枠
内
に
お
け
る
多
文
化
主
義
」
を
提
唱
し
た
一
九
七
～
年
、
オ
ン
タ

リ
オ
州
教
育
省
は
帝
国
お
よ
び
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
つ
い
て
説
く
こ
と
を
や

め
る
。
こ
こ
に
、
帝
国
が
統
合
の
基
軸
と
し
て
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
を
な
し
た
時
代
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。

　
第
五
章
は
全
体
の
結
論
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
に
と
っ
て
イ
ギ
リ
ス
帝
国
は
、

自
立
の
足
が
か
り
の
み
な
ら
ず
、
社
会
統
合
の
拠
り
所
で
も
あ
っ
た
。
カ
ナ

ダ
社
会
の
多
民
族
化
の
進
行
は
、
帝
国
離
れ
を
加
速
し
た
と
は
必
ず
し
も
い

え
ず
、
む
し
ろ
帝
国
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が
多
様
な
人
々
の
受
け
皿
で
あ
る

と
い
う
「
擬
似
多
文
化
主
義
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
強
化
し
た
。
ま
た
、
国
際

社
会
は
帝
国
の
延
長
に
あ
り
、
帝
国
は
カ
ナ
ダ
に
佐
ま
う
人
々
の
目
を
世
界

に
向
け
る
「
ス
テ
ッ
プ
」
と
し
て
の
役
割
を
失
わ
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
後

半
…
一
一
〇
世
紀
後
半
の
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
道
程
は
、
同
じ
帝
国

領
で
あ
っ
た
過
去
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
も
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国

と
も
異
な
る
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
歴
史
を
示
し
て
い
る
。

　
本
書
の
豊
か
な
内
容
は
、
多
様
な
研
究
の
潮
流
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
本
書
は
、
カ
ナ
ダ
史
に
つ
い
て
は
先
述
の
と
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国

下
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
バ
ー
ガ
ー
、
木
村
氏
の
研
究
を
継
承
、
発

展
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
帝
国
史
に
つ
い
て
は
細
川
氏
も
認
め
て
い
る

よ
う
に
、
「
イ
ギ
リ
ス
人
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
研
究
と
の
関
わ
り
が
深
い
。

近
年
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
南
ア
フ
リ
カ

な
ど
白
人
定
住
植
民
地
／
自
治
領
の
プ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
に
関
す
る
帝
国
史
研
究
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
本
来
、
帝
国
史
は
～
九
世

紀
末
、
本
国
と
白
人
定
住
植
民
地
と
の
対
等
の
関
係
に
移
行
す
る
帝
国
再
編

の
文
脈
に
お
い
て
成
立
し
た
が
、
脱
植
民
地
化
以
降
、
帝
国
史
家
は
こ
う
し

た
問
題
関
心
を
失
い
、
研
究
は
中
国
な
ど
の
非
公
式
帝
国
、
イ
ン
ド
な
ど
の

従
属
植
民
地
、
も
し
く
は
シ
テ
ィ
な
ど
の
中
核
に
偏
し
て
き
た
。
し
か
し
、

近
年
イ
ギ
リ
ス
国
内
史
の
研
究
者
を
申
心
に
、
階
級
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
シ
テ

イ
ズ
ン
シ
ッ
プ
な
ど
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
国
内
史
と
帝
国
史
を
結
節
し
よ

う
と
す
る
動
き
が
盛
ん
に
な
る
の
に
従
い
、
帝
国
史
研
究
者
も
、
主
と
し
て

世
紀
末
以
降
の
「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ワ
ー
ル
ド
」
（
本
国
と
植
民
地
の
イ

ギ
リ
ス
人
が
織
り
成
す
世
界
）
の
意
味
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

④る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
研
究
者
は
「
イ
ギ
リ
ス
入
の
デ

ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
研
究
が
登
場
す
る
よ
り
ま
え
に
、
植
民
地
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
問
題
に
注
目
し
て
い
た
。
一
九
八
○
年
代
末
に
世
に
出
た
「
帝
国
意

識
」
研
究
は
九
〇
年
代
以
降
、
対
象
を
本
国
ば
か
り
で
な
く
植
民
地
に
も
拡

大
し
て
き
た
。
こ
の
拡
大
の
噛
矢
と
な
っ
た
の
が
細
川
氏
の
「
イ
ギ
リ
ス
帝

国
主
義
と
カ
ナ
ダ
の
『
帝
国
意
識
』
序
説
」
（
『
ク
リ
オ
』
六
号
、
｝
九
九
二

年
）
で
あ
る
こ
と
は
、
氏
に
代
わ
っ
て
と
く
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。
更
に
、

本
書
は
ア
メ
リ
カ
史
、
フ
ラ
ン
ス
史
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
な
ど
の
多
彩
な
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評銀’

日

研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
お
り
、
広
範
な
国
際
比
較
も
可
能
と
な
っ
て
い
る

（
た
だ
し
、
国
際
比
較
に
つ
い
て
は
各
々
の
専
門
家
の
手
に
委
ね
た
い
）
。

　
本
書
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
一
九
－
二
〇
世
紀
転
換
期
と
い
う
狭
義
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
／
（
国
民
）
帝
国
の
時
代
ば
か
り
で
な
く
、
二
〇
世
紀
後

半
ま
で
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
専
門
外

の
読
者
も
カ
ナ
ダ
近
現
代
史
全
般
に
つ
い
て
展
望
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

て
い
る
。
他
方
、
本
書
に
お
い
て
書
及
が
少
な
い
テ
ー
マ
も
い
く
つ
か
存
在

す
る
。
そ
う
し
た
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
細
川
氏
も
五
章
で
認
め
て
い
る
よ
う

に
、
オ
ン
タ
リ
オ
、
ケ
ベ
ッ
ク
以
外
の
虚
構
の
動
向
で
あ
る
。
大
西
洋
側
の

ノ
ヴ
ァ
ス
コ
シ
ア
、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
、
プ
リ
ン
ス
エ
ド
ワ
ー
ド

島
の
各
州
は
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
の
関
係
を
重
視
し
、
連
邦
政
府
に
反
発
し
た
。

ま
た
、
世
紀
転
換
期
は
西
部
開
拓
の
時
代
で
あ
り
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ

ロ
ン
ビ
ア
、
マ
ニ
ト
バ
、
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
、
ア
ル
バ
ー
タ
の
各
州
が
成
立

し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
諸
勢
の
動
向
、
と
く
に
西
部
開
拓
と
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
書
は
カ
ナ
ダ
第
一
運
動
の
経
緯
を
辿
る
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
本
書
に
お
い
て
言
及
が
少
な
い
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
は
、

イ
ギ
リ
ス
系
、
フ
ラ
ン
ス
系
以
外
の
諸
集
団
の
動
向
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
は
世

紀
転
換
期
、
東
欧
系
、
南
欧
系
、
ア
ジ
ア
系
な
ど
の
移
民
を
抱
え
た
。
こ
う

し
た
移
民
、
移
民
に
対
す
る
レ
イ
シ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
を

探
る
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
移
民
に
対
す
る
レ
イ
シ

ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
細
川
氏
は
す
で
に
「
大
戦
間
期
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
『
白

人
』
移
民
の
選
別
1
一
九
二
ニ
ー
二
三
年
移
民
・
植
民
省
小
委
員
会
史
料

が
語
る
も
の
一
」
（
『
カ
ナ
ダ
研
究
年
報
』
、
二
〇
〇
六
年
）
に
お
い
て
検

討
し
て
い
る
。
更
に
、
本
書
は
歴
史
教
育
、
祭
典
の
問
題
を
扱
う
も
の
の
、

歴
史
学
の
役
割
に
つ
い
て
も
言
及
は
少
な
い
。
歴
史
学
と
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
を
巡
っ
て
は
、
バ
ー
ガ
ー
、
R
・
D
・
フ
ラ
ン
シ
ス
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ど
の
研
究
も
存
在
す
る
が
、
こ
う
し
た
問
題
に
本
書
は
研
究
史
以
上
の
意
義

を
認
め
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

　
と
は
い
え
、
｝
八
七
〇
年
代
の
カ
ナ
ダ
第
皿
運
動
、
八
四
年
の
U
・
E
・

ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
入
植
百
年
冬
、
九
九
年
の
最
初
の
帝
国
記
念
日
な
ど
に
関
す

る
本
書
の
分
析
は
、
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
模
範
的
か
つ
興
味
深
い
。

と
く
に
百
年
祭
に
つ
い
て
、
南
ア
フ
リ
カ
・
ケ
…
プ
史
を
専
門
と
す
る
評
者

は
東
ケ
ー
プ
・
グ
ラ
ハ
ム
ズ
タ
ウ
ン
の
（
イ
ギ
リ
ス
系
）
入
植
者
記
念
塔
除

幕
（
一
八
八
二
年
）
と
の
類
似
性
を
感
じ
た
。
た
だ
し
、
一
九
世
紀
の
七
、

八
○
年
代
と
九
〇
年
代
に
関
す
る
本
書
の
性
格
規
定
に
は
疑
問
も
残
る
。
イ

ギ
リ
ス
帝
国
史
に
お
い
て
、
七
、
八
○
年
代
は
イ
ン
ド
帝
国
の
成
立
（
七
七

年
）
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
治
法
案
の
否
決
（
八
六
年
）
な
ど
保
守
党
政
権
に

よ
る
強
権
策
（
と
自
由
党
政
権
の
迷
走
）
の
時
代
で
あ
る
。
他
方
、
九
〇
年

代
は
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
党
支
配
の
時
代
で
あ
り
、
本
国
と
白
人
定
住
植
民
地
／

自
治
領
と
の
対
等
の
関
係
に
移
行
す
る
帝
国
再
編
の
時
代
で
あ
る
。
ケ
ー
プ

史
に
お
い
て
も
、
第
一
次
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
（
八
○
…
八
一
年
）
で
イ
ギ
リ

ス
系
と
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
（
オ
ラ
ン
ダ
系
入
植
者
／
ボ
ー
ア
人
）
と
の
対
立
が

頂
点
に
達
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
九
〇
年
代
に
は
植
民
地
首
相
C
・
」
・

ロ
ー
ズ
が
入
植
者
の
文
化
統
合
を
図
っ
て
い
る
（
な
お
、
こ
の
文
化
統
合
の

焦
点
は
北
部
開
拓
1
1
「
ケ
ー
プ
か
ら
カ
イ
ロ
へ
し
と
レ
イ
シ
ズ
ム
に
あ
っ

た
）
。
第
二
次
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
（
九
九
…
一
九
〇
一
一
年
）
も
、
帝
国
で
は

自
治
領
内
部
／
間
の
、
南
ア
フ
リ
カ
で
も
結
果
的
に
は
入
植
者
問
の
統
合
を

強
化
す
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
カ
ナ
ダ
史
に
お
い
て
も
同
様
の
は
ず
で
、
北

西
部
反
乱
（
八
五
年
）
で
は
イ
ギ
リ
ス
系
と
フ
ラ
ン
ス
系
が
対
立
し
た
の
に

対
し
て
、
九
〇
年
代
に
は
フ
ラ
ン
ス
系
の
W
・
ロ
ー
リ
エ
が
達
邦
首
相
に
就
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任
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
に
お
い
て
七
、
八
○
年
代
と
九
〇
年
代
と
の

差
異
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
と
く
に
九
〇
年
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
系
に
対
す
る
開
放
性
を
十
分
に
は
強
調
し
て
い
な
い

よ
う
に
思
え
る
。
帝
国
記
念
日
と
い
う
社
会
史
的
テ
ー
マ
だ
け
で
は
（
歴
史

学
の
役
割
な
ど
思
想
史
的
テ
ー
マ
も
加
味
し
な
い
と
）
史
料
的
に
難
し
い
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
と
は
い
え
、
本
書
の
議
論
の
核
心
は
、
帝
国
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が
多
様

な
人
々
の
受
け
皿
と
な
っ
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
確
か
に
、
こ
う
し
た
主

張
は
カ
ナ
ダ
ば
か
り
で
な
く
他
の
帝
国
内
諸
地
域
に
お
い
て
も
歴
史
的
に
存

在
し
た
。
ま
た
、
多
文
化
主
義
は
近
年
、
旧
白
人
定
住
植
民
地
／
自
治
領
で

も
世
界
の
多
く
の
国
々
で
も
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
ふ

ま
え
て
、
「
イ
ギ
リ
ス
人
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
研
究
も
「
帝
国
」
論
も
帝
国

の
訳
文
化
性
を
盛
ん
に
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
に
つ
い
て
も
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
全
般
に
つ
い
て
も
、

他
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
開
放
性
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と

に
は
疑
問
も
残
る
。
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
歴
史
を
顧
み
る
と
、
多
文
化
性
の
主

張
は
つ
ね
に
現
実
の
排
他
性
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
。
何
よ
り
、
こ

う
し
た
主
張
は
帝
国
の
優
位
性
の
主
張
で
あ
っ
た
。
細
川
氏
の
言
う
「
『
擬

似
多
文
化
主
義
隔
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
に
つ
い
て
、
そ
の
虚
実
を
見
極
め
る
作

業
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

　
以
上
、
と
り
と
め
の
な
い
感
想
を
書
き
連
ね
て
き
た
。
本
書
を
読
ん
で
思

う
の
は
、
南
ア
フ
リ
カ
ば
か
り
で
な
く
他
の
白
人
定
住
植
民
地
／
自
治
領
の

歴
史
に
つ
い
て
も
、
本
書
に
比
肩
す
る
研
究
成
果
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
評

者
に
と
っ
て
、
本
書
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
「
カ
ナ
ダ
の
『
国
民
』
統
合
と

イ
ギ
リ
ス
帝
国
　
　
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
お
け
る
教
育
改
革
と
帝
国
記
念
日
の

創
始
を
手
が
か
り
に
一
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
七
編
二
号
、
～
九
九
八

年
）
は
つ
ね
に
導
き
の
星
で
あ
っ
た
。
本
書
も
カ
ナ
ダ
史
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国

史
を
学
ぶ
全
て
の
人
々
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
存
在
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な

い
。
本
書
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
、
帝
国
論
な
ど
に
関
心
を
抱
く
多
く
の
読

者
を
獲
得
す
る
よ
う
念
じ
つ
つ
、
筆
を
欄
き
た
い
。
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〇
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リ
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